
平成27年６月４日提出

長野県都市計画審議会長

27都第90号

平成27年５月21日

長野県都市計画審議会長　様

長　野　県　知　事

議第６号

　このことについて、建築基準法第51条ただし書の規定により、次のように審議会に

付議します。

松川都市計画区域のうち建築基準法の規定に基づくその他の処理施設

（産業廃棄物処理施設）の用途に供する敷地の位置について

松川都市計画区域のうち建築基準法の規定に基づくその他の処理施設

（産業廃棄物処理施設）の用途に供する敷地の位置について
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議 議議議
第 第第第

６ ６６６
号 号号号

松
川

松
川

松
川

松
川

都
市

計
画

区
域

の
う

ち
建

築
基

準
法

の
規

定
に

都
市

計
画

区
域

の
う

ち
建

築
基

準
法

の
規

定
に

都
市

計
画

区
域

の
う

ち
建

築
基

準
法

の
規

定
に

都
市

計
画

区
域

の
う

ち
建

築
基

準
法

の
規

定
に

基
づ

く
そ

の
他

の
処

理
施

設
（
産

業
廃

棄
物

処
理

施
設

）
基

づ
く
そ

の
他

の
処

理
施

設
（
産

業
廃

棄
物

処
理

施
設

）
基

づ
く
そ

の
他

の
処

理
施

設
（
産

業
廃

棄
物

処
理

施
設

）
基

づ
く
そ

の
他

の
処

理
施

設
（
産

業
廃

棄
物

処
理

施
設

）

の
用

途
に

供
す

る
敷

地
の

位
置

に
つ

い
て

の
用

途
に

供
す

る
敷

地
の

位
置

に
つ

い
て

の
用

途
に

供
す

る
敷

地
の

位
置

に
つ

い
て

の
用

途
に

供
す

る
敷

地
の

位
置

に
つ

い
て
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建
築

基
準

法
第

建
築

基
準

法
第

建
築

基
準

法
第

建
築

基
準

法
第

5
1

5
1

5
1

5
1
条 条条条

（
卸

売
市

場
等

の
用

途
に

供
す

る
特

殊
建

築
物

の
位

置
）

第
5
1
条

都
市

計
画

区
域

内
に

お
い

て
は

、
卸

売
市

場
、

火
葬

場
又

は
と

畜
場

、

汚
物

処
理

場
、

ご
み

焼
却

場
そ

の
他

政
令

で
定

め
る

処
理

施
設

の
用

途
に

供

す
る

建
築

物
は

、
都

市
計

画
に

お
い

て
そ

の
敷

地
の

位
置

が
決

定
し

て
い

る
も

の
で

な
け

れ
ば

、
新

築
し

、
又

は
増

築
し

て
は

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
特

定
行

政

庁
が

都
道

府
県

都
市

計
画

審
議

会
（
そ

の
敷

地
の

位
置

を
都

市
計

画
に

定
め

る
べ

き
者

が
市

町
村

で
あ

り
、

か
つ

、
そ

の
敷

地
が

所
在

す
る

市
町

村
に

市
町

村
都

市
計

画
審

議
会

が
置

か
れ

て
い

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
当

該
市

町
村

都

市
計

画
審

議
会

）
の

議
を

経
て

そ
の

敷
地

の
位

置
が

都
市

計
画

上
支

障
が

な

い
と

認
め

て
許

可
し

た
場

合
又

は
政

令
で

定
め

る
規

模
の

範
囲

内
に

お
い

て
新

築
し

、
若

し
く
は

増
築

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。
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（
位

置
の

制
限

を
受

け
る

処
理

施
設

）

第
1
3
0
条

の
2
の

2
 

法
第

5
1
条

本
文

（
法

第
8
7
条

第
2
項

又
は

第
3
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

政
令

で
定

め
る

処
理

施
設

は
、

次
に

掲
げ

る
も

の
と

す
る

。

二
次

に
掲

げ
る

処
理

施
設

（
工

場
そ

の
他

の
建

築
物

に
附

属
す

る
も

の
で

、
当

該
建

築
物

に
お

い
て

生
じ

た
廃

棄
物

の
み

の
処

理
を

行
う

も
の

を
除

く
。

以
下

「
産

業
廃

棄
物

処
理

施
設

」
と

い
う

。
）

イ
廃

棄
物

処
理

法
施

行
令

第
7
条

第
1
号

か
ら

第
1
3
号

の
2
ま

で
に

掲
げ

る
産

業
廃

棄

物
の

処
理

施
設

建
築

基
準

法
施

行
令

第
建

築
基

準
法

施
行

令
第

建
築

基
準

法
施

行
令

第
建

築
基

準
法

施
行

令
第

1
3
0

1
3
0

1
3
0

1
3
0
条

の
条

の
条

の
条

の
2 222
の ののの

2 222
（
抜

粋
）

（
抜

粋
）

（
抜

粋
）

（
抜

粋
）
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（
産

業
廃

棄
物

処
理

施
設

）

一
汚

泥
の

脱
水

施
設

で
あ

つ
て

、
一

日
当

た
り

の
処

理
能

力
が

十
立

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の

二
汚

泥
の

乾
燥

施
設

で
あ

つ
て

、
一

日
当

た
り

の
処

理
能

力
が

十
立

方
メ

ー
ト

ル
（
天

日
乾

燥
施

設

に
あ

つ
て

は
、

百
立

方
メ

ー
ト

ル
）
を

超
え

る
も

の

三
汚

泥
（
ポ

リ
塩

化
ビ

フ
ェ

ニ
ル

汚
染

物
及

び
ポ

リ
塩

化
ビ

フ
ェ

ニ
ル

処
理

物
で

あ
る

も
の

を
除

く
。

）

の
焼

却
施

設
で

あ
つ

て
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
も

の

ロ
一

時
間

当
た

り
の

処
理

能
力

が
二

百
キ

ロ
グ

ラ
ム

以
上

の
も

の

四
廃

油
の

油
水

分
離

施
設

で
あ

つ
て

、
一

日
当

た
り

の
処

理
能

力
が

十
立

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
（
海

洋
汚

染
等

及
び

海
上

災
害

の
防

止
に

関
す

る
法

律
第

三
条

第
十

四
号

の
廃

油
処

理
施

設
を

除

く
。

）

五
廃

油
（
廃

ポ
リ

塩
化

ビ
フ

ェ
ニ

ル
等

を
除

く
。

）
の

焼
却

施
設

で
あ

つ
て

、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す

る
も

の
（
海

洋
汚

染
等

及
び

海
上

災
害

の
防

止
に

関
す

る
法

律
第

三
条

第
十

四
号

の
廃

油
処

理
施

設

を
除

く
。

）

ロ
一

時
間

当
た

り
の

処
理

能
力

が
二

百
キ

ロ
グ

ラ
ム

以
上

の
も

の

十
三

の
二

産
業

廃
棄

物
の

焼
却

施
設

（
第

三
号

、
第

五
号

、
第

八
号

及
び

第
十

二
号

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く
。

）
で

あ
つ

て
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
も

の

イ
一

時
間

当
た

り
の

処
理

能
力

が
二

百
キ

ロ
グ

ラ
ム

以
上

の
も

の

廃
棄

物
処

理
法

施
行

令
第

廃
棄

物
処

理
法

施
行

令
第

廃
棄

物
処

理
法

施
行

令
第

廃
棄

物
処

理
法

施
行

令
第

7 777
条 条条条

（
抜

粋
）

（
抜

粋
）

（
抜

粋
）

（
抜

粋
）
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項 項項項
目 目目目

根 根根根
拠

（
考

え
方

）
拠

（
考

え
方

）
拠

（
考

え
方

）
拠

（
考

え
方

）
判 判判判

断 断断断
基 基基基

準 準準準

周
囲

の
状

況

立
地

に
伴

う
環

境
面

の
影

響
が

大
き

い
た

め
、

周
囲

の
状

況
が

適
当

で
あ

る
か

①
宅

地
化

、
市

街
化

が
促

進
さ

れ
る

区
域

で
な

い

こ
と

。

②
近

隣
に

教
育

施
設

、
福

祉
施

設
が

存
在

し
な

い

こ
と

。

③
災

害
発

生
の

恐
れ

が
高

い
区

域
で

、
そ

の
災

害

に
よ

り
周

辺
へ

の
2
次

的
被

害
拡

大
の

お
そ

れ

が
な

い
こ

と
。

環
境

へ
の

配
慮

公
害

関
係

法
令

に
適

合

す
る

も
の

で
あ

る
か

①
施

設
設

置
に

伴
い

公
害

対
策

の
関

係
法

令
に

関

し
適

合
す

る
こ

と
が

確
実

で
あ

る
と

認
め

れ
る

こ
と

。

運
搬

車
両

の
周

辺
地

域
へ

の
影

響

車
両

台
数

の
増

加
に

伴

い
周

囲
に

与
え

る
影

響
が

な
い

か

①
交

通
渋

滞
に

よ
る

道
路

交
通

に
支

障
な

い
こ

と
。

②
交

通
安

全
上

支
障

が
な

い
こ

と
。

景
観

へ
の

配
慮

敷
地

面
積

が
広

く
、

屋
外

の
機

械
施

設
が

多
い

こ
と

か
ら

周
辺

景
観

に
与

え
る

影
響

が
な

い
か

①
施

設
の

高
さ

、
大

き
さ

に
応

じ
て

、
植

栽
等

に
よ

り
、

景
観

へ
の

配
慮

が
さ

れ
て

い
る

こ
と

。

「
位

置
」
に

つ
い

て
の

判
断

基
準
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１
申

請
者

下
伊

那
郡

松
川

町
元

大
島

2
7
1
5
-
4
3

株
式

会
社

南
信

サ
ー

ビ
ス

代
表

取
締

役
竹

村
博

文

２
建

築
場

所
又

は
築

造
場

所

下
伊

那
郡

松
川

町
元

大
島

2
7
1
5
-
4
3
他

1
0
筆

３
建

築
物

若
し

く
は

工
作

物
又

は
そ

の
部

分
の

概
要

敷
地

面
積

：
1
2
,
9
5
7
.
7
6
㎡

主
要

用
途

：
一

般
廃

棄
物

の
処

理
施

設
及

び
産

業
廃

棄
物

（
汚

泥
類

）

の
中

間
処

理
施

設

工
事

種
別

：
増

築

建
物

規
模

：
下

表
に

よ
る

申
請

部
分

申
請

以
外

の
部

分
合

計

建
築

面
積

7
1
4
.
1
2
㎡

4
,
4
9
6
.
8
4
㎡

5
,
2
1
0
.
9
6
㎡

延
べ

面
積

7
4
8
.
4
0
㎡

5
,
4
3
2
.
8
4
㎡

6
,
1
8
1
.
2
4
㎡

松
川

都
市

計
画

区
域

の
う

ち
、

建
築

基
準

法
の

規
定

に
基

づ
く
そ

の
他

の
処

理
施

設

（
産

業
廃

棄
物

処
理

施
設

）
の

用
途

に
供

す
る

敷
地

の
位

置
に

つ
い

て
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施 施施施
設 設設設

名 名名名
処 処処処

理 理理理
品 品品品

目 目目目

処
理

能
力

処
理

能
力

処
理

能
力

処
理

能
力

現 現現現
況 況況況

計 計計計
画 画画画

油
水

分
離

施
設

産
業

廃
棄

物
（
廃

油
）

8
0
.
0
㎥

/
日

8
0
.
0
㎥

/
日

油
水

分
離

施
設

（
廃

油
リ

サ
イ

ク
ル

）

産
業

廃
棄

物
（
廃

油
）

3
5
.
0
㎥

/
日

3
5
.
0
㎥

/
日

無
機

性
汚

泥
処

理
（
脱

水
）
施

設
産

業
廃

棄
物

（
汚

泥
）

1
6
.
0
㎥

/
日

1
6
.
0
㎥

/
日

有
機

性
汚

泥
処

理
（
脱

水
）
施

設

産
業

廃
棄

物
（
汚

泥
）
及

び

一
般

廃
棄

物
（
汚

泥
）

3
0
.
0
㎥

/
日

3
0
.
0
㎥

/
日

乾
燥

施
設

産
業

廃
棄

物
（
汚

泥
）

2
.
0
t
/
時

2
.
0
t
/
時

炭
化

施
設

産
業

廃
棄

物
（
汚

泥
）

0
.
4
t
/
時

0
.
4
t
/
時

焼
却

施
設

産
業

廃
棄

物
（
汚

泥
、

廃
油

、

動
物

性
残

さ
）
及

び
一

般
廃

棄
物

（
汚

泥
等

）

1
.
5
t
/
時

1
.
5
t
/
時

処
理

内
容

及
び

処
理

能
力
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松
川

都
市

計
画

区
域

の
う

ち
、

建
築

基
準

法
の

規
定

に
基

づ
く
そ

の
他

の
施

設
（
産

業
廃

棄
物

処
理

施
設

）
の

用
途

に
供

す
る

敷
地

の
位

置
図

申
請

敷
地

申
請

敷
地

申
請

敷
地

申
請

敷
地

中
川

村
中

川
村

中
川

村
中

川
村

天
竜

川
天

竜
川

天
竜

川
天

竜
川

片
桐

松
川

片
桐

松
川

片
桐

松
川

片
桐

松
川

資
料

６
－

１

伊
那

大
島

駅
伊

那
大

島
駅

伊
那

大
島

駅
伊

那
大

島
駅

松
川

町
松

川
町

松
川

町
松

川
町

国
道

国
道

国
道

国
道

15
3号 号号号

松
川

町
役

場
松

川
町

役
場

松
川

町
役

場
松

川
町

役
場

（
約

（
約

（
約

（
約

1.
8k

m
） ）））

長
野

県
道

1
8
号

伊
那

生
田

飯
田

線

長
野

県
道

5
9
号

松
川

イ
ン

タ
ー

大
鹿

線

松
川

都
市

計
画

区
域
の

う
ち

、
建
築

基
準

法
の
規

定

に
基

づ
く

そ
の

他
の
処

理
施

設
（
産

業
廃

棄
物
処

理

施
設

）
の

用
途

に
供
す

る
敷

地
の
位

置
図
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福
祉

施
設

名
称

下
段

(
)
内

は

申
請

敷
地

か
ら

の
距

離

公
共

施
設

教
育

施
設

松
川

中
学

校
松

川
中

学
校

松
川

中
学

校
松

川
中

学
校

（
約

（
約

（
約

（
約

1.
8k

m
） ））） 松

川
中

央
松

川
中

央
松

川
中

央
松

川
中

央
小 小小小

学
校

学
校

学
校

学
校

（
約

（
約

（
約

（
約

1.
9k

m
） ）））

申
請

敷
地

申
請

敷
地

申
請

敷
地

申
請

敷
地

松
川

町
社

会
福

祉
セ

ン
タ

ー
松

川
町

社
会

福
祉

セ
ン

タ
ー

松
川

町
社

会
福

祉
セ

ン
タ

ー
松

川
町

社
会

福
祉

セ
ン

タ
ー

（
約

（
約

（
約

（
約

1.
4k

m
） ）））

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
松

川
荘

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
松

川
荘

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
松

川
荘

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
松

川
荘

（
約

（
約

（
約

（
約

1.
4k

m
） ）））

名
子

中
央

保
育

園
名

子
中

央
保

育
園

名
子

中
央

保
育

園
名

子
中

央
保

育
園

（
約

（
約

（
約

（
約

1.
9k

m
） ）））

双
葉

双
葉

双
葉

双
葉

保
育

園
保

育
園

保
育

園
保

育
園

（
約

（
約

（
約

（
約

1.
1k

m
） ）））

福
与

福
与

福
与

福
与

保
育

園
保

育
園

保
育

園
保

育
園

（
約

（
約

（
約

（
約

0.
9k

m
） ）））

下
伊

那
赤

十
字

病
院

下
伊

那
赤

十
字

病
院

下
伊

那
赤

十
字

病
院

下
伊

那
赤

十
字

病
院

（
約

（
約

（
約

（
約

1.
6k

m
） ）））

松
川

町
役

場
松

川
町

役
場

松
川

町
役

場
松

川
町

役
場

（
約

（
約

（
約

（
約

1.
8k

m
） ）））

位
置
図
（
周
辺
施
設
）

資
料

６
－

２

-68-


